
大分市イノベーション・トライアル支援事業 募集要項 

 

1. 事業概要 

（１） 目 的 

イノベーションに繋がる先端技術等を活用した事業者に対して、実証実験のフィー

ルド提供や広報支援等を行い、大分市にて成長・活躍する姿を情報発信することで、

大分市内事業者における新商品・新サービスの開発・実装の機運醸成を図ります。 

 また、市内事業者との技術開発等に関するマッチングを展開し、市内事業者の新分

野への参入や新たな受注機会の創出を目指します。 

 

（２） 事業の概要 

 イノベーションに繋がる先端技術等を活用した実証実験プロジェクトを全国から 

公募します。先進性や社会性等による審査を行い、優秀なプロジェクトについて、 

大分市での実証実験をサポートします。 

 

2. 募集内容 

（１） 募集対象 

イノベーションに繋がる先端技術等を活用した社会的課題の解決や市民生活の質の

向上などに繋がる実証実験プロジェクトとします。 

 

（２） 応募資格 

 上記プロジェクトを実施できる事業者 

 事業者所在地は問いません。 

 実証実験後は、必ずしも大分市内でビジネス展開していただく必要はありません

が、市が関係するイベント等へのご参加をお願いする場合があります。 

 次の方は除きます。 

➢ 個人（個人事業主を除く）、提案内容を自らが実施できない事業者、大分市が

支援を行うことがふさわしくないと判断した事業者等 

➢ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同法第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

➢ 市町村税に滞納がある者 

 



3. 実証実験の実施期間 

 プロジェクト採択後に提案者と協議のうえ、決定します。 

 

4. 役割分担 

大分市（サポート内容） 採択事業者 

 実証実験フィールドの提供・斡旋、 

行政データの提供、モニター募集 

 実証実験サポートの PR 支援、市の関

連イベントへの参加 

 法制度に関するアドバイス 

 関係する事業者とのマッチング 等 

 実証実験の運営全般 

 実証実験に係る費用の負担 

 実証実験で得られたデータ等の検証、

市及び実施施設等への提供 

 事業報告 

 

5. 応募から審査までの流れ 

（１） 応募 

提案希望の方は、以下の書類を「keikin@city.oita.oita.jp」へご提出ください。 

① 事業提案書（任意様式） 

② 誓約書（様式１） 

③ 市税滞納調査同意書兼誓約書（様式２） 

 

 採択されたプロジェクトの情報や実証実験時の写真・動画等について、大分市が広

報活動に利用させていただく場合があります。ご承諾いただける方のみ、ご応募を

お願いします。 

 応募書類は、日本語のみ受け付けます。 

 

（２） 審査 

 提出された事業提案書について、面談（オンライン含む）によるプレゼンテーショ

ン及びヒアリングを実施したうえで、審査を行います。 

 審査基準は、次のとおりです。 

「社会性」、「先進性」、「実証可能性」、「安全性」、「市場性」、「本市での実現可能

性」、「その他」 ※詳細は、別紙「審査基準」をご参照ください。 

  



（３） スケジュール 

募集期間：通年 

審  査：応募状況等に応じて、審査を行います。 

 ※審査の時期については、調整後、ご連絡します。 

実証実験開始：採択後、調整のうえ、適宜開始。 

 

6. 提出先・問い合わせ先 

 大分市 商工労働観光部 創業経営支援課 創業支援担当班 

 住 所 〒870-8504 大分市荷揚町 2番 31号 

 電 話 097-585-6029 

 メール keikin@city.oita.oita.jp 

  

mailto:keikin@city.oita.oita.jp


別紙 審査基準 

 

審査基準（点数） 評価の視点 

社会性 

（20） 

 社会的課題の解決、市民生活の質の向上に資する内容か。 

 本市の施策、事業との連携や大分市の特徴を生かしたプロジ

ェクトか。 

先進性 

（20） 

 イノベーション繋がる先端技術等を活用されている等、  

先進性があるか。 

 既存・類似サービスとの違いが示され、独自性があるか。 

実証可能性 

（10） 

 実証実験の課題設定や目的は明確か。 

 検証する内容や成果指標の設定は適切か。 

安全性 

（10） 

 サービスの安全性・信頼性が確保されているか。 

 利用者等へのサポート体制が整っているか。 

 個人情報の保護方針や個人情報の活用に係る「同意」手続き

が適切に示されているか。 

市場性 

（10） 

 市場自体の成長性・将来性はあるか。 

 多くの利用が見込めるサービス・製品・技術か（利用者ニー

ズがあるか）。 

本市での実現可能性 

（20） 

 本市での事業化イメージ（ビジネスモデル）は明確か。 

 事業化するうえでの課題は明確か。 

 実証実験で得られるデータは具体的か。また、データの検証・

活用方法が適切か。 

その他 

（10） 

 事業を実施する体制が構築されているか。 

 その他審査員が魅力的に感じるポイントがあるか。 

100点 合計 

 


